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個人情報の保護の対策
・マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関等
に提供する場合を除いて、むやみに他人に提供することはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
・区がマイナンバーを含む個人情報を保有する際は、利用方法やリスク対
策などについて、「特定個人情報保護評価書」で、公表します。

―

―

―

平成26年(2014年)12月21日
江東区ホームページ http://www.city.koto.lg.jp

http://www.city.koto.lg.jp/m(携帯)

・国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。

・番号が漏えいし、不正に使用されるおそれがある場合を

除き、マイナンバーは一生変更されません。

・法人には13桁の法人番号が指定されます。

マイナンバー(個人番号)とはマイナンバー(個人番号)とは

「マイナンバーは一生使うもの」

制度導入の流れと開始時期制度導入の流れと開始時期

平成27年10月〜 マイナンバーを通知
・原則として住民票に登録されている住所あて世帯ごとに、

氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載された

「通知カード」がすべての方に郵送されます(顔写真なし)。

平成28年 1 月〜 「個人番号カード」交付
・「通知カード」でマイナンバーが通知さ

れた後に、希望者の申請により、「個人

番号カード」が交付されます。

・氏名・住所・生年月日・性別・マイナ

ンバー等記載、本人の写真が表示され

ます。

・本人確認のための身分証明書として利

用できるほか、e-Tax(国税電子申告・

納税システム)をはじめ各種電子申請

に利用できます。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、行政を効率化し

国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会

基盤です。制度の導入にあたり、概要についてお知らせします。

所得状況やサービスの受給
状況を正確に把握できるよ
うになるため、不正受給を
防止し、きめ細かな支援が
行えるようになります。

複数の業務間での情報連携
が進み、問い合わせや転記
などに要した時間や労力が
削減され、行政の効率化が
図れます。

申請者が窓口で手続きする際
の添付書類が少なくなります。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の
行政手続きでマイナンバーが必要になります。

・年金・医療保険の手続き、児童手当
その他福祉の給付等

・確定申告などの税の手続き等
・被災者台帳の作成や
支援金の支給

申請書等にマイナンバーを記載していただくことになります。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律または条
例に定められた行政手続きにしか使えません。

［制度の問い合わせ先］マイナンバーコールセンター

☎0570-20-0178
平日 9：30〜17：30(土日祝日・年末年始を除く)

［区の問い合わせ先］企画課企画担当 ☎3647-9167

［制度の詳細について］
内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページ

▢HP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
index.html

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00〜
19：00）☎3950-3070へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを

成功させよう！


